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世界漁業・養殖業白書２０１２年報告に見る養殖業 

                    嶋津靖彦 

 

FAO (国連食糧農業機関)の旗艦的刊行物である「世界漁業・養殖業白書（The State of World 

Fisheries and Aquaculture：SOFIA）」は、隔年の 1～2 月に開催される水産委員会に合わせて

刊行されてきた。2011 年 1 月に開催された第 29 回水産委員会の機会に公表された SOFIA 

2010 年版については、昨年 9 月の本誌 No.19 に「世界漁業・養殖業白書２０１０年報告に

示されているもの」として概要を紹介した。 

その後１年半を経て、2012 年 7 月に開催された第 30 回 FAO 水産委員会に SOFIA 2012

年版が提出された。これは、FAO の業務に関する独立外部評価の提言を受けて FAO 総会の

時期を 11 月から 6 月に移行し、総会の結果が次年度の予算編成に十分生かせるように改善

を図ったためである。同調して水産委員会も半年程開催時期が早められた。今回の水産委

員会では初めて議題として「世界の漁業・養殖業の現状」が取り上げられ、SOFIA 2012 年

版が提出されて概要が報告された。このことによって水産委員会では SOFIA の役割と内容

が十分に評価されるとともに、課題の改善に向けた提言が行われた。SOFIA の格上げを祝

福したい。 

SOFIA 2010 年版に引き続き 2012 年版についても JAICAF（(社)国際農林業協働協会）か

ら当協会あてに翻訳の依頼があり、筆者が担当した。本稿末尾に掲載した FAO のサイトか

らは SOFIA 2012 年版の原文（英文）が、JAICAF のサイトからは日本語概況版、日本語要

約版の全文が参照できるので、必要に応じてこれらを活用いただければ幸いである。 

 

SOFIA2012 の構成 英文の原本は A4 判 209 ページ、4 部構成となっている。Part 1 は世

界の漁業・養殖業のレビュー、Part 2 は漁業・養殖業における主要な問題点、Part 3 は特別

研究のハイライトとして、今回は漁業操業の安全に対する漁業管理政策の効果、食料・栄

養の安全保障において食品の安全性が重要な要素であること等 6 項目が取りまとめられて

いる。Part 4 は展望であり、今回は世界の持続的食料生産システムにおける漁獲漁業の役割

に関する可能性と問題点が取り上げられている。 
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日本語要約版(41 ﾍﾟｰｼﾞ) は、上記の Part 1(英文 104 ﾍﾟｰｼﾞ)から FAO 水産養殖局に勤務す

る日本人専門家によって選択された内容を翻訳したものである。2010 年版(57 ﾍﾟｰｼﾞ)よりも

スリムになっているが、この要約版に先行して 2012 年 12 月に JAICAF から刊行された概況

版(7 ﾍﾟｰｼﾞ)との重複を最小限に留め、可能な限りの図表を収載している。図は 25/48 を、表

は 10/17 を収録し、原文を参照する読者の便宜を図るために図表の番号は原文と一致させて

いる。日本語要約版の目次構成は 2010 年版とほぼ同様で、概要、漁獲量、養殖業、漁業・

養殖業従事者数、漁船の状況、漁業資源の状況、魚介類の利用と加工、水産物貿易と産品、

水産物の消費、漁業管理と政策となっており、適宜小見出しが付されていて読みやすく工

夫されている。 

 

2010 年版以降で最も顕著な動きは、過去に何度も経験したように、ペルーカタクチイワ

シの漁獲量の変動である。これに起因する魚粉価格の高騰は、我が国の養殖業に大きな衝

撃を与えている。SOFIA2012 では基本的に 2010 年までのデータが用いられており、一部は

2011 年のデータが参照されているが何れも確定値ではない。その後の各国からの統計数値

の提出により、SOFIA2012 が編集された時点での記述は変更が必要となった事項もある。 

最後段の漁業管理と政策の章では、1992 年の国連環境開発会議（地球サミット）から 20

年、持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット）から 10 年となる

ことを記念して、2012 年 6 月にリオデジャネイロで開催された国連持続可能な開発会議

（Rio+20）についての記載がある。JFSTA NEWS No.19 においては漁業を中心とした事項に

ついて紹介したので、次の機会には養殖業を中心として紹介することとしたいと思ってい

たところ、幸いにも FAO 水産養殖局に勤務する日本人専門家によって選択された内容は、

これらの事項に力点が置かれている。以下の記述は随所に筆者の要約や注記が混在してい

ることをお断りしておく。 

 

統計での用語について まず、FAO の統計での用語について復習しておこう。SOFIA の

名称にあるように、漁業と養殖業は並列の表記である。漁業は小型漁船での釣りからトロ

ール漁業、大型まき網のようなものまであり、時には養殖業との区分を明確にするために

わざわざ「capture fihseries 漁獲漁業」と記されている。これらの漁業による漁獲量は実際に

水揚げされたもののみを指しており、問題となる海上での価値の低い漁獲物の投棄量は含

まない。また、漁業統計には海産ほ乳類は含まず、海藻の養殖生産量は断り書きのない場

合には統計数値には含まれない。  

FAO の統計での種の分類については、FAO「水棲動植物国際標準統計分類（ISSCAAP）」

によって種の段階まで分類学的に区分された 50 グループ約 2,000 種が掲出されており、加

盟国にはできるだけ詳細な種別の統計の提供が求められている。しかし、「その他○○類」

として括った数値でしか提供されていない事例も多々あるので、個別の魚種についての統

計数値は過小となっていることが避けられない。 

SOFIA では動物類については大括りに魚類、甲殻類、軟体動物（イカ・タコなどの頭足

類、二枚貝・巻貝）、両生動物（カエル）、水生は虫類（スッポンなど。ワニを除く）、

その他水生動物（ナマコ、ウニ、ホヤ、クラゲ等）に区分している。したがって、これら

を括る表現は「魚介類（介類は二枚貝類）」が適切であろうが、SOFIA ではこれら全てを

含んで「Fish 魚類」と呼ぶこととしている。和訳するときには本来の魚類と、この「魚類」
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とを区別するのに苦労することがある。 

 

世界の漁業・養殖業の生産と利用 2010 年の世界の漁業・養殖業の生産量は 1 億 4,800

万トン（2,175 億 US ドル）であり、2008 年の 1 億 4,300 万トンから伸張したが、海面漁業

の漁獲量についてはペルーカタクチイワシの減産によって 210 万トン減少した。世界の漁

獲量は 8,860 万トン、養殖業生産量は 5,990 万トンと、ほぼ 3：2 の比率である。2009 年の

1 人当たり食用魚介類供給量を大陸別に見ると、最も少ないアフリカでは 9.1Kg、世界全体

の 2/3 の供給量を占めるアジアでは 20.7Kg（中国以外では 15.4Kg）であった。 

2011 年の予備的な統計では、漁獲量は 9,040 万トン、養殖業生産量は 6,360 万トンの計 1

億 5,400 万トンに達した。うち、食用向けは 1 億 3,100 万トンで、1 人当たり食用魚介類供

給量の 18.8Kg は過去最高の数値となった。 

最近の 7 年間（2004-2010 年）の海面・内水面漁獲量を①ペルーカタクチイワシ、②ペル

ーカタクチイワシ以外の海面漁獲量、③内水面漁獲量に区分して示したものが図４（原文

の番号、以下同様）である。この期間に③の内水面漁獲量は持続的に伸張し、260 万トン増

加した。②の対前年比変動は 1.2%を超えたことはなかった。しかし、①は 2004 年の 1,070

万トンから 2010 年には 420 万トンにまで減少し、対前年比変動はこの間に 2 例で 30%を超

えている。2010 年の漁獲量の減少は大量に発生した稚魚を保護するための管理措置の結果

であり、このことが幸いして 2011 年の漁獲量は 2009 年の水準を超えた*。 

 

          図４ 主要な３要素別に見た近年の漁獲量 

 

 *（筆者による注。以下同様）最新の FAO の統計によれば、ペルーでのこの魚種の漁獲量は

2008 年～2011 年に 625、594、374、766 万トンであり、チリによる漁獲量を合算すると、

738、689、609、1,044 万トンとなっている。 

 

世界の海面漁獲量 ペルーカタクチイワシの漁獲量の大きな変動は、エルニーニョ現象

による加入量の顕著な減少とラニーニャ現象に伴う顕著な増大との間での漁業規制によっ

て引き起こされている。2010 年の漁獲量の減少にもかかわらずペルーカタクチイワシは再

び魚種別漁獲量の第 1 位となったが、主要国別の海面漁獲量ランキングでは、ペルーは中
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国、インドネシア、米国に次ぐ第 4 位となった*。アジアの主要な漁業国数か国（中国、イ

ンド、インドネシア、ミャンマー、およびベトナム）では 2010 年の漁獲量は大きな増加が

報告されている。 

日本の漁獲量は 2011 年 3 月 11 日に東北地方の 5 県を襲った地震と津波によって、海面

漁業・養殖業生産量は対前年比でおよそ 21%にも達する大きな減産となったようである**。

全体的に見て、予備的情報では 2011 年の世界の漁獲量は 9,000 万トンを超え、2006-2007 年

の水準に戻ったことが示唆されている。 

*（その後インドからの報告があり）最新の統計では 2010 年の国別漁獲量は、中国、イン

ドネシア、インド、米国、ペルーの順となった。 

**農林水産省の漁業・養殖業生産統計年報（平成 24 年 4 月）では、平成 23 年の海面漁業・

養殖業生産量は対前年比 10.9%の減産となっている。 

 

養殖業生産量 世界の養殖業生産量は 21 世紀に入ってからも引き続き増加してきたが、

1980 年代、90 年代と比べて増加率は減速している。世界の養殖業生産量は 2010 年には 6,000

万トン（藻類と非食用向け生産物を除く）、生産額の推定値は 1,190 億 US ドルと過去最高

値を達成した。海藻類と非食用向け生産物を含めると、2010 年の世界の養殖業生産量は

7,900 万トン、生産額は 1,250 億 US ドルであった。 

2010年に世界全体の89%を占めるアジアにおける養殖生産量では、魚類（64.6%）が卓越

しており、以下軟体動物（24.2%）、甲殻類（9.7%）、その他水生動物（1.5%）の順となっ

ている。2010年には中国（3,673万トン）、インド、ベトナム、インドネシア、バングラデ

ィシュ、タイ、ノルウェー、エジプト、ミャンマー、フィリピンの上位10か国で世界全体

の87.6%、生産額では81.9%を占めている。 

 

給餌養殖と無給餌養殖 2010年に収穫された養殖生産量の3分の1に相当する2,000万トン

が、二枚貝類やコイ科の濾過食性魚による無給餌養殖によって達成されている。この比率

は1980年代には50%以上もあったが、養殖業発展の主要な制約となっていた魚類と甲殻類に

対する配合餌飼料の生産技術の発達と入手しやすさとに支えられて、特にアジアにおける

給餌養殖業が発展してきたことを反映している（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         図７ 世界の無給餌および給餌養殖魚種の生産量 
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従来アジアではコイ科の魚類、テラピア、バサ（Pangasius属のナマズ）等の下位の栄養

段階にある魚種の養殖を発展させることによって高蛋白質餌料への依存を緩和し、このセ

クターの経営が餌代等の外部要因によって弱体化することを抑止してきた経緯があった。

たとえば、世界の養殖業で最も生産量が多い魚類であるソウギョは、配合餌料のみを投与

する代わりに、部分的には栽培・野生の「牧草」を与えることによって成長する。 

 

養殖環境別の生産量 2010年の養殖環境別の生産額では、淡水養殖が全体の58.1%、海水

養殖が29.2%であった。汽水養殖では比較的高価な海産エビ類を汽水池で養殖しているた

め、生産量では7.9%に過ぎないが、生産額では12.8%を占めている。 

 

養殖生産魚種 2010年の世界の養殖生産量の組成は、淡水魚類（56.4%、3,370万トン）、

貝類など軟体動物（23.6%、1,420万トン）、甲殻類（9.6%、570万トン）、サケ・マス類ど

通し回遊魚（6.0%、360万トン）、海産魚類（3.1%、180万トン）、その他水生動物（1.4%、

81万4,300トン）である。図10ではこれらの主要なカテゴリー別に生産量を要約した。養殖

における主要魚種の多くで生産量は漁獲量を超えており、野生のタイセイヨウサケの漁獲

量は養殖生産量（143万トン）の1%に満たず、海産エビ類の養殖生産量は世界のエビ類生産

量の55%に達している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１０ 主要魚種別養殖生産量、２０１０年   

 

FAOの養殖生産統計に記録されている種数は2010年に541種・グループに増加した。それ
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らは327種の魚類（5雑種）、102種の軟体動物、62種の甲殻類、6種の両生類・は虫類、9種

の水生無脊椎動物および35種の藻類である。世界全体ではおよそ600種の水生食用魚類・藻

類を利用しているものと推定された。バナメイエビは国際的に導入された養殖対象で最も

成功した種であり、2010年には世界の養殖エビ類の生産量の71.8%を占めている。うち77.9%

がアジアで、残りは原産地の南北アメリカで生産されている。 

  

藻類の生産 藻類の生産量は1990年の380万トンから2010年には1,900万トンとなった。同

年の野生の藻類の収穫量は生産量全体のわずか4.5%に過ぎない。主要な生産国からのデー

タが不完全であったためFAOが修正したところ、過去何年にもわたって世界全体の藻類養

殖生産額の推定値が減少することとなった。2010年の生産額は57億USドルであり、2008年

については44億USドルであったと再推定された。 

図11に示されているように、藻類養殖では数種が支配的であり、2010年には世界の生産

量の98.9%はコンブ（主に中国の沿岸域）、キリンサイ類、オゴノリ、スサビノリ、ワカメ

および種不明の大型海藻3種（310万トン、主に中国産）である。2010年には31か国のみが

海藻養殖を記録しており、世界の生産量の99.6%は8か国から上げられた。それらは中国

（58.4%、1,110万トン）、インドネシア（20.6%、390万トン）、フィリピン（9.5%、207,900

トン）、韓国（4.7%、901,700トン）、朝鮮民主主義人民共和国（2.3%、444,300トン）、日

本（2.3%、432,800トン）、マレーシア（1.1%、297,900トン）およびタンザニア共和国（0.7%、

132,000トン）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図１１ 主要な藻類の種別・グループ別養殖生産量 

        図１１ 主要な藻類の種別・グループ別養殖生産量 

 

魚介類の利用と加工 2010年には、漁業・養殖業による生産物の40.5％（6,020万トン）

が活魚・鮮魚あるいは冷蔵で販売され、45.9％（6,810万トン）は冷凍、乾燥・薫製・塩蔵

やその他調製品として直接食用向けとなった。残りの13.6％（2,020万トン）は非食用向け

となり、うち75％（1,500万トン）は魚粉・魚油に、その他は養殖業、家畜、毛皮用動物の

餌飼料等に当てられた。直接食用向けとされる比率は1980年代にはおよそ68％であったが、

養殖業の発展によってこの数値が86%にまで高まったことになる。 

魚粉生産量は1994年に最高値3,020万トン（原魚換算）を記録した後は、変動しつつ推移

している。2010年にはペルーカタクチイワシの減産によって1,500万トンまで低下して前年
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の12.9%の減産となったが、この量は2008年との対比では18.2%、2000年とでは42.8%の減産

であった。魚粉生産におけるその他の重要な原材料としては、食用向け魚類の加工廃棄物

があり、フィレ加工の際の切れ端やその他の残滓によって得られる魚粉の比率は次第に増

加してきている。 

スーパーマーケット・チェーンあるいは大規模小売業は、買い付ける製品に対する要件

を設定する上での重要なプレイヤーとなりつつある。このプロセスは集約的、地理的な集

中、垂直的統合を進めながらグローバルな供給チェーンと結合してきている。 

 

漁業管理と政策 この章では、本稿冒頭にも触れたRio+20、小規模漁業、地域漁業管理

機関、違法・無報告・無規制漁業、養殖業の管理の５項が取り上げられている。漁業・養

殖業が特に動物性蛋白質の重要な供給源であること、この役割が将来に向けても更に高ま

ることは絶えず強調されてきており、特に小規模漁業～養殖業の管理の項は、何れも環境

と調和しつつ持続的な漁業・養殖業を推進することに向けて合意の形成と適切なシステム

が不可欠な事項である。 

Rio+20でのテーマは、持続可能な開発のための制度的枠組および持続可能な開発と貧困

根絶の文脈におけるグリーンエコノミーであった。この会議に向けてFAOが提出したスロ

ーガン（コーポレートメッセージ）は、持続可能な開発のために飢餓の根絶が不可欠であ

り、飢餓を根絶し、かつ生態系を保護するためには持続的な消費と生産のシステムが不可

欠であるというものであった。 

小規模漁業は世界の漁業従事者の90%以上を雇用し、およそ3億5,700万人もの生計に直接

的に影響している。この必要性と国際的手段に向けた様々な選択肢については、水産委員

会で2003年から検討を行ってきた。小規模漁業については国際的な任意のガイドラインを

形成し、責任ある漁業のための行動規範とともに、類似の目的を持つその他の国際的手段

を補足すべきであると水産委員会は勧告を行った。 

地域漁業機関(RFMOs)は政府間組織であるが、現在の危機的な漁業管理問題に取り組む適

切な枠組みが十分に備わっていないところに問題があり、任務遂行の上で困難に直面して

いる。2010年12月には新たに中央アジア・コーカサス漁業・養殖業委員会(CACFISH)が発効

し、南太平洋地域漁業管理機関(SPRFMO)は2012年に発効することが見込まれている。 

違法・無報告・無規制(IUU)漁業は、RFMOsによる長期的な持続的漁業を保証し、健全で

頑強な生態系を管理しようとする努力を脅かしている。対抗する政策と措置が効果を上げ

つつある海域もあるが、沿岸国のEEZと公海の双方において広範囲に広がっているIUU漁業

問題の解決に向けた努力は、国連総会やFAO等の世界的会合においても定期的に検討が行

われているが、十分な成果を上げるに至っていない。途上国における漁業管理能力の強化

は、持続的漁業を促進し、IUU漁業の強い影響力を軽減するために基本的な事柄である。 

養殖業の管理について、今や多くの政府は養殖業の管理の主な目標は養殖業を長期にわ

たって繁栄させることを可能にする持続性であると認識している。持続的な養殖業の発展

のためには技術的健全性、経済的な実行可能性、環境の保全、および社会的な認証の4つの

前提条件を充足させることが必要である。これらの前提条件を満たすことによって、生態

学的な健全さが人間の福祉と両立することが保証されるだろう。福祉の改善のためには、

他の経済セクターと同様に養殖業での雇用が公平かつ非搾取的でなければならず、社会的

責任の理念を自覚した養殖企業は地域共同体を支援し、公正な労働慣行を採用し、透明性
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を実証するように務めるであろう。また、進歩した知識に基づく養殖業の管理の改善は、

長期的な養殖業の発展に利益をもたらすであろう。 

以上がSOFIA2012 日本語要約版の概略であるが、筆者としては以下を補足しておきたい。

多様な経済的発展段階にある加盟国を含むFAOとしては意思統一が困難な状況もあって、

SOFIAでの記述は必ずしもすべてが明確なものではない。漁業管理と政策に関連して、

SOFIA2010では「水産物貿易とトレーサビリティ」の項でRFMOsが資源管理上問題となっ

ている魚種についての（違法な漁獲物でないことの）証明書システムの実施、EUにおける

漁獲証明制度の適用、エコラベル制度により漁獲物が適切に管理された漁業によることの

証明等について記載していた。環境と生態系に配慮した持続的漁業による漁獲物及びこれ

らからの加工品であることを証明するラベルを貼付し、消費者の選択に情報を提供する制

度（水産エコラベル認証）の世界的な浸透も、世界的な規模での流通・小売業によって主

導されてきている。FAOでは海面漁業からの漁獲物に対するエコラベルについてのガイド

ラインが採択されており、これに則って我が国でもマリン・エコラベル・ジャパン協議会

による認証制度が運用されている。 

養殖業の管理についてはSOFIA2010でも簡単に記載されていたが、今回のSOFIA2012にお

いては上述のような養殖業の持続性が強調されている。この背景として、海面漁業からの

漁獲物に対するエコラベルについてのガイドラインに加えて、「養殖生産物に関する技術

的ガイドライン」が2011年1月の第29回水産委員会において採択されたことが上げられる。

このガイドラインの今後の展開について注視する必要があることを注記しておきたい。 

                    （全国水産技術者協会理事） 

文末注 

1)  SOFIA2012 の原文（英文）は以下のサイトで参照できます。 

http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/ i2727e 00.htm  

2)  SOFIA2012 日本語要約版(2013 年 2 月)は、以下のサイトで参照できます。 

   http://www.jaicaf.or.jp/reference-room/publications/detail/article/334.html 

  3) 日本語要約版とほぼ同じ部分の概要の紹介は、JAICAF「世界の農林水産」No.829 

   (2012 年冬)号に掲載されています。以下のサイトを参照して下さい。 

      http://www.jaicaf.or.jp/reference-room/publications/detail/article/314.html    

 4) 冊子のご希望・問合せは JAICAF に連絡してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成 25年度新規事業の紹介 

                          三戸秀敏（研究開発部次長） 

 平成 25 年度に取り組みを開始した自主事業 1 件と、受託した事業 2 件について紹介します。

当協会の会員の「知識と経験を社会に還元し、水産業の発展に貢献します！！」と、封筒にコー

ポレートメッセージを印刷しましたので、その効果なのかとも思います。 

 

１．漁場環境修復技術評価事業（自主事業） 

内湾漁場等に存在する土砂採取等によって生じた土砂採取跡地等は漁場として利用できない

ばかりでなく、青潮の発生等を助長し、魚介類を斃死させる元凶となるため、漁場として修復す

る技術の開発が求められています。最近、漁場環境の改善を目的として、漁場等に沈殿堆積し漁

http://www.jaicaf.or.jp/reference-room/publications/detail/article/334.html
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業の障害となる堆積物等を凝集あるいは固化させることによって、これらを土砂採取跡地等の埋

戻しに利用して、漁場としての機能を回復する技術（以下「漁場環境修復技術」という。）の開

発が試みられています。 

その一つとして、製鉄工程の副産物である転炉系製鋼スラグについては既に実海域において試

験的に応用され、埋戻し施工時の底質の巻き上がり抑制、リン・硫化物の溶出抑制効果等が徐々

に明らかにされつつあります。この転炉系製鋼スラグについては物理的・化学的性質、原料規格、

製品規格、検査方法等は規定されていますが、水産生物に対する安全性、食品としての安全性等

について生物サイドから見た評価がなされておりません。 

そこで当協会では、「漁場環境修復技術評価に関する規程」を制定し、申請者から製品ごとの

申請書とともに魚介類に対する安全性、食品としての安全性等所定の資料を求め、各分野の専門

家により構成する「漁場環境修復技術評価委員会」に諮り、漁場環境を修復する技術としての認

定するか否かを審議することとしています。当協会が認定した結果は全国漁業協同組合連合会

（全漁連）に通知され、全漁連が認証することとなっています。その他この規定では、委員会の

評価結果を受けて当協会が製品の漁場環境修復技術を登録すること、登録された漁場環境修復技

術が海域で展開された後、これに起因すると考えられる悪影響が魚介類等に発現した場合には登

録を取り消すことができること、製品の製造、管理、販売等に関しては製造者が責任を負うこと

等が明記されています。 

なお、漁場環境修復技術の認定は、代表的な海域の堆積物等を用いて、これを凝集固化させる

ことによって、漁場環境を修復する技術に関する認定を「基本認定」とし、基本認定を受けた技

術を実際に海域で展開する場合に、その海域における堆積物等を用いて、これを凝集固化させる

ことによって漁場環境を修復する技術に関する認定を「現地認定」としています。 

この規定を受けて新日鐵住金株式会社から、転炉系製鋼スラグを原料とし、漁場堆積物等を混

合して使用することにより埋戻し施工時の底質の巻き上がり抑制、リン・硫化物の溶出抑制効果

が認められ、漁場環境の改善に有用なカルシア改質材の技術評価申請書が提出されました。現在、

事務局において申請書および安全性試験等の所定の添付資料について細部の確認整理を行って

おり、平成 26 年 1 月～2 月には委員会に諮ることとしています。 

 

２．養殖産業の実態と研究開発ニーズ調査業務（受託事業：平成 25 年～27 年度） 

独立行政法人水産総合研究センター（以下「水研センター」という。）では、水研センターの

各研究分野で得られた試験研究ならびに技術開発成果が産業界に貢献することを促進する活動

（以下「社会連携推進活動」という。）が実施されており、当協会はその一環として平成 24 年

度に「四国・九州主要県における魚類海面養殖産業の実態と研究開発ニーズ調査業務」を受託し、

愛媛、長崎、鹿児島の各県で調査を実施したところです。 

このたび前年度の調査業務の実績が評価され、一般競争入札の結果当協会は水研センターから

標記の調査業務を受託しました。 

１） 目的 

我が国における養殖産業の実態、養殖業界の研究ニーズ及び行政ニーズ等を平成 25 年度～27

年度の 3 年間で調査し、水研センターに求められる研究開発ニーズを把握することにより、水研

センターが実施している社会連携推進活動、さらに次期中期計画における増養殖研究分野の研究

計画立案に資することを目的とする。 

２）調査内容 
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養殖産業の現状と位置付け、養殖産業の問題点、水研センターに求められる研究開発ニーズに

ついて地方公共団体の行政、試験研究機関、養殖産業関連団体、養殖業者、関連企業、流通業界

等から所定の調査票（別表）により聞き取り調査を行う。 

平成 25 年度は西日本を中心とした海面魚類養殖産業における主要対象魚種及び対象種ごとの

生産主要県について調査を実施する。具体的には、三重県、和歌山県、香川県、愛媛県、高知県、

長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の 10 県において、ぶり類、まあじ、しまあじ、ま

だい、ひらめ、ふぐ類、くろまぐろ及びその他の魚類等を調査対象種とする。その他に各県にお

ける主な養殖対象種（あゆ、うなぎ、くるまえび、のり類、こんぶ類、わかめ類など）について

も調査を実施している。調査票の様式を本稿末尾に掲載しました。 

平成 26 年度は貝類及び介類の養殖産業について、北海道、青森県、岩手県、宮城県、兵庫県、

岡山県、広島県、山口県、沖縄県の 1 道 8 県において、ほたてがい、かき類、その他の貝類、く

るまえび、ほや類、その他の水産動物を調査対象種とする。その他に各道県における主な養殖対

象種（ぎんざけ、ふぐ類、こんぶ類、わかめ類、のり類、もずく類など）についても調査を実施

する予定である。 

平成 27 年度には、藻類及び内水面の養殖産業について、茨城県、山梨県、長野県、岐阜県、

静岡県、愛知県、滋賀県、徳島県、福岡県、佐賀県の 10 県において、ます類、あゆ、こい、う

なぎ、わかめ類、のり類を調査対象種とする。その他に各県における主な養殖対象種（まあじ、

淡水真珠など）についても調査を実施する予定である。 

３）実施体制 

当協会の会員であって関係都道府県に在住する水産試験場等の退職者が、当協会のシニア技術

専門員として調査の実施に当たる。 

本年度の各県担当者（敬称略）は以下のとおりである。河合博（三重県）、竹内照文（和歌山

県）、松本紀男（香川県）、森実庸男（愛媛県）、山口光明（高知県）、小坂安廣（長崎県）、

矢田武義（長崎県）、伊勢田弘志（熊本県）、上城義信（大分県）、岩田一夫（宮崎県）、栗田

壽男（宮崎県）、野村俊文（鹿児島県）。 

この業務は今年度から 3 年間継続されるので、協会としては地方に在住する会員が直接調査を

担当することを目標としています。まだ会員がいない 15 県（事務局便り参照）については、積

極的に会員の勧誘活動を行いますので、会員各位の協力をお願いします。 

 

３．平成 25 年度日出町養殖適地調査（受託事業） 

１）目的 

大分県日出町において、消費者ニーズや水域特性に適合した魚種・養殖方法を調査するととも

に、漁業生産の安定化や漁場の高度利用を図るため、養殖業にまだ本格的に取り組まれていない

水域での新たな養殖業を展開させることに資することを目的とする。 

２）内容 

日出町と打ち合わせのうえ以下の項目について調査を実施し、日出町における新たな養殖業の

展開に資する提言を取りまとめることとなった。 

日出町の水産業（地形、沿革、特産種など）、水産業の動向と課題（漁業の担い手、漁業生産、

課題）、養殖適地調査（養殖適地の条件、日出町の状況）、新たな養殖業の創設（ECO 養殖、

飼育管理技術、既存施設の活用）、今後の展望（日出町活性化対策：農林水産業とのコラボレ

ーション、未利用資源の有効利用、集客を目的とした養殖業、後継者対策、資源管理型漁業の
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導入、漁場環境保全、もうかる漁業の推進など） 

３）実施体制 

当協会の上城義信会員（大分県在住）がシニア技術専門員として日出町、関係機関の協力を得

て調査を実施し、必要に応じて本部が支援する体制で実施する。 

（種名又は○○○類）養殖産業の実態と研究開発ニーズ調査票 

訪問先  面談者 

 住所：〒 

  電話  Fax  e-mail  

調査年月日 平成  年  月  日 

調査内容 

１．養殖産業の位置づけ 

２．養殖産業の現状 

（１）生産量 

（２）生産高（額） 

（３）経営体数 

（４）漁家経営 

（５）養殖施設数（面積） 

（６）流通実態（国内流通、輸出入、魚価変動） 

（７）地元ホテル、レストラン等への出荷実態 

（８）その他 

３．養殖産業の問題 

（１）行政対応 

（２）試験研究機関 

（３）種苗供給 

（４）飼餌料 

（５）疾病 

（６）漁場環境 

（７）流通 

（８）食品衛生上（医薬品の残留、人の病原体） 

（９）その他 

４．水研センターに求められる研究開発ニーズ 

（１）行政対応ニーズ 

（２）潜在的な研究ニーズ 

（３）将来的な研究ニーズ 

（４）その他 

５．その他 

６．所感 

７．入手資料 

調査担当者氏名  
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事務局便り 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○会報 24 号でお知らせしてからも新規入会者が続き、現在の正会員数は７７名となりました。

現在正会員が不在の県は、青森県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、岐阜県、

滋賀県、京都府、大阪府、鳥取県、兵庫県、山口県、沖縄県です。会員の皆さんから直接勧誘し

ていただく際には事務局から入会のご案内、パンフレット、定款、役員名簿、「水産研究のフロ

ントから」等の資料をお届けしますので、ご連絡下さい。また、事務局あてに新規会員の候補者

をご連絡いただければ、こちらでいたします。 

○大分県の上城さんからは楽しい「ひじ魚市場情報」が毎月届きます。会員の皆さんからの地域

の情報をお気軽にお寄せ下さい。 

○寒さが厳しくなりました。事務局でも風邪で欠勤となる人も出てきました。「高齢者はインフ

ルエンザのワクチンと、肺炎球菌の予防接種が冬の必須アイテムなので、皆さん心がけましょう。

もしもこれらを接種しない人は事務所への出入り差し止めとします。」と提案した人は、実は自

分ではしない（出入り差し止めを期待して）というので、しばし事務所では大笑いとなりました。 

 

今年もあと１週間となりました。来年が皆様に取ってよい年でありますように。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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